
 

広島市水道局請負工事成績評定要領実施細目 

（平成２０年８月１日制定・令和７年１０月１日最終改定） 

（目的） 

第１ この実施細目は、広島市水道局請負工事成績評定要領(以下「評定要領」という。)第１０条に基づき、広

島市水道局の請負工事成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め、評定要領の適正な運用を図る

ことを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２ 評定要領第２条に規定する評定の対象のうち、管理者が必要でないと認めるものは、次に定める工事とす

る。 

(1) 単価契約工事 

(2) 引き渡しを受ける目的物がない工事（崩土等の撤去工事、下水道管等の浚渫工事、旧橋撤去工事、仮設

工のみの工事、被災した建築物の撤去工事） 

(3) 応急復旧工事等その他工事 

(4) 契約解除した工事 

 

（評定の方法） 

第３ 

(1) 評定は、工事検査成績評定書（別記様式１号）により行うものとする。 

(2) 評定に当たっては、記入方法及び留意事項（別紙－４）及び施工プロセスチェックリスト（別紙－５）

を考慮し、工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（別紙－１～３）により採点するものとする。 

(3) 工事における創意工夫、社会性等に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものと

し、提出があった場合はこれも考慮するものとする。 

(4) 法令遵守等に関しては、指名停止等の措置があった場合、総合評価落札方式による技術資料の内容等に

ついて履行の確認ができなかった場合及び入札参加条件（市内本店業者への下請発注義務）を遵守できな

かった場合は、措置内容等に応じ採点するものとする。 

なお、指名停止等の措置が複数あった場合の採点は別紙のとおりとする。 

 

（評定表等の提出） 

第４  

(1) 工事の施工を担当する課・所・場長又はこれに相当する職位にある者（以下「工事担当課長」という。）

は、評定を行った工事検査成績評定書、工事の技術的難易度評価表、工事成績採点の考査項目の考査項目別

運用表及び施工プロセスチェックリスト（以下「成績評定書等」という。）を検査時に検査員に提出するも

のとする。 

(2) 検査員は、工事担当課長から提出を受けた成績評定書等により評定を行い、技術部技術管理課長（以下

「技術管理課長」という。）に遅滞なく提出するものとする。 

 

 



 

（評定結果のとりまとめ） 

第５ 技術管理課長は、検査員から成績評定書等の提出があったときは、整合性の確認を行い、工事成績総括評

定書（別記様式２号）及び項目別評定点（別記様式２号の２）（以下「総括評定書等」という。）を作成のうえ、

工事担当課長に通知し、併せて成績評定書等を送付するものとする。 

 

（評定結果の通知） 

第６ 技術管理課長から総括評定書等の通知を受けた工事担当課長は、評定要領第７条の規定に基づき、工事成

績評定通知書（別記様式３号）及び項目別評定点（別記様式３号の２）により、当該工事の受注者に評定結果

を遅滞なく通知するものとする。 

２ 工事担当課長は、前項の規定により受注者に通知した事実を、技術管理課長に工事成績評定通知書の写し

の提出により報告するものとする。 

 

（評定の修正） 

第７ 評定者は、当該評定を修正する必要があると認められる事由が生じた場合は、当該評定を修正するものと

し、第３から第６までの規定を準用するものとする。 

 

（説明請求の提出等） 

第８ 評定要領第８条第１項に規定する書面の提出先は、工事担当課長とする。 

２ 工事担当課長は、前項の規定により書面の提出を受けたときは、技術管理課長に速やかに報告するものとす

る。 

 

（説明請求に対する回答） 

第９ 評定要領第８条第２項に規定する回答は、工事成績評定に係る説明書（別記様式４号）により、工事担当

課長が行うものとする。 

２ 工事担当課長は、前項の回答を行う場合において、広島市水道局請負工事等成績評定評価委員会に意見を求

めることができる。 

 

（評定結果の公表） 

第１０ 評定要領第９条に規定する公表については、技術管理課長が行うものとし、受注者に通知した工事成績

評定通知書の写しを技術部技術管理課において、閲覧に供することによるものとする。 

２ 公表の期間は、公表した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。 

 

  附 則 

１ この細目は、平成２０年８月１日から施行する。 

２ 広島市水道局請負工事検査成績評定実施要領は廃止する。 

３ 広島市水道局請負工事成績評定通知実施要領は廃止する。 

４ 広島市水道局請負工事成績評定結果公表実施要領は廃止する。 

附 則 

この細目は、平成２１年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この細目は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２３年９月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この細目は、令和７年１０月１日から施行する。 

  



 

 
指名停止等の措置が複数あった場合の採点方法について 

  
  複数の指名停止等の措置があった場合の採点方法は、次のとおりとする。 

 
 

 

(1) 1 件の工事における 1 つの事故等対して、複数の措置がなされた場合の採点方法 

⇒ 最も厳しい処分に対応する点数を、工事成績評定点から減ずる。 

(2) 1 件の工事において、複数の事故等が発生し、それぞれの事故等毎に措置がなされた場合の採点方法 

⇒①２回目の措置がなされた場合 
 ・重複措置の内容に応じ、下表により採点し、工事成績点から減ずる。 
 

事故等注 2 口頭注意 文書注意 指名停止 
0.5～1 ケ月 1～2 ケ月 2～3 ケ月 3 ヶ月以上 

(-3) (-5) (-8) (-10) (-13) (-15) (-20) 
事故等注 2 (-3) -5 -5 -8 -13 -16 -18 -23 
口頭注意 (-5)  -8 -8 -15 -18 -20 -25 
文書注意 (-8)   -10 -18 -21 -23 -28 
0.5～1 ケ

月 
(-10)    -20 -23 -25 -30 

1～2 ケ月 (-13)     -26 -28 -33 
2～3 ケ月 (-15)      -30 -35 
3 ヶ月以上 (-20)       -40 

 注 1.（ ）内の数値は考査項目別運用表の減点数値 
 注 2.事故等とは、工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意

以上の措置がなかった場合（不問で処分した案件、もらい事故や交通事故は含まない。） 
  ②３回目以降の措置がなされた場合 
  ・上表中の数値に当該措置分の減点数値を加算する。 
  ③その他 
  ・累積値の上限は設けない。 

・複数の要件を加算して処分期間が定められた場合でも、最終的に公表された処分期間に応じた減点を行
う。 

【例】○○○工事  
   ・一つの事故に対して、公衆災害事故に関して   →文書注意（－8 点） 
   ・   〃     、事故報告の遅延（契約違反） →指名停止 1 ヶ月（－13 点） 

            ⇒13 点の減点 

 

【例】△△△工事 
・一つの事故（公衆災害事故）に関して →文書注意（－8 点） 
・他の事故（労働災害）に関して    →指名停止３か月（※）（－20 点） 

                                           （※内訳：災害事故→2 ヶ月、事故報告の遅延→1 ヶ月）                       
      ⇒28 点（8 点＋20 点）の減点 

 
 

別紙 


	（評定表等の提出）

